
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画の決定
（奈良市決定）

都市計画大宮通り交流拠点地区地区計画を次のように決定する。
（平成２９年３月７日決定）

名 称 大宮通り交流拠点地区地区計画

位 置 奈良市三条大路一丁目の一部

面 積 約３．２ha

区域の 地区計画の 本地区は市の中心部に位置し、日本でも有数の歴史的・自然的な観
目標 光資源が存在する奈良公園と平城宮跡の間にあるとともに、これらの

整備・ 資源をつなぐ、交通利便性の高い４車線道路である都市計画道路大宮
通り線及び都市計画道路三条菅原線に面する地区である。

開発及 この立地特性を活かして、本地区では官民の連携で滞在型観光と地
域交流を促す複合的な賑わいと交流の拠点整備が進められている。

び保全 本地区計画は、賑わいと交流の拠点にふさわしい都市機能の充実に
より、賑わいのある健全な市街地と滞在型観光の拠点としての機能の

に関す 形成を図るとともに、地区周辺の住環境との調和を図ることを目標と
する。

る方針
土地利用の 用途地域を基本として本地区を２地区に細分化し、それぞれの地区
方針 の特性に合わせて土地利用を定め、観光交流拠点として良好な市街地

環境の形成・維持を図る。
１）「Ａ地区」（商業地域）

滞在型観光と地域交流を促す土地利用として、交流拠点施設、ホ
テル、ＮＨＫ施設などを導入し、賑わいと交流の拠点となる適切な
土地利用を誘導する。

２）「Ｂ地区」（第二種住居地域）
隣接するＡ地区の利用客の駐車場や「パーク＆バスライド」の拠

点となるバスターミナルなどを配置し、周辺環境に配慮した土地利
用を誘導する。

地区施設の 周辺の道路環境に配慮し、都市計画道路大宮通り線と都市計画道路
整備の方針 三条菅原線を南北につなぐ新たな道路を適正に配置する。

また、利用者の憩いの場となる公園やオープンスペースを整備する
とともに、緑化にあたっては、在来種を用いるなど、樹種の選定に配
慮する。

建築物等の 周辺の居住環境に配慮しつつ、滞在型観光と地域交流を促す複合的
整備の方針 な賑わいと交流の拠点の創出を図るため、青少年の健全な育成や良好

な都市環境を阻害するおそれのある建築物の用途の制限及び建築物の
形態又は意匠の制限を定める。

また、眺望景観を阻害しない奈良らしい景観づくりに取り組むよう
配慮し、賑わいと交流の拠点として統一感のある建築物等の意匠形態
の制限を定め、良好な都市景観を形成する。



地 建 地区名称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区
区 築
整 物 区分面積 約２．５ｈａ 約０．７ｈａ
備 等
計 に 建築物の用 次の各号に掲げる建築物を建築 次の各号に掲げる建築物を建築
画 関 途制限 してはならない。 してはならない。

す （１）マージャン屋、ぱちんこ屋、 （１）マージャン屋、ぱちんこ屋、
る 射的場、勝馬投票券発売所、場 射的場、勝馬投票券発売所、場
事 外車券売場、場内車券売場又は 外車券売場、場内車券売場又は
項 勝舟投票券発売所 勝舟投票券発売所

（２）個室付浴場業に係る公衆浴 （２）工場（主要用途に附属する
場、ヌードスタジオ、のぞき劇 ものを除く。）
場、ストリップ劇場、専ら異性
を同伴する客の休憩の用に供す
る施設、専ら性的好奇心をそそ
る写真その他の物品の販売を目
的とする店舗その他これらに類
するもの

（３）奈良市ラブホテル及びぱち
んこ屋等建築等規制条例（昭和
58年奈良市条例第30号）第２条
第２号に規定するラブホテル

（４）工場（主要用途に附属する
ものを除く。）

建築物等の １ 建築物の屋根の色彩は、別表第１に掲げる色相及び明度の区分に
形態又は意 応じた彩度を超えないこと。
匠の制限 ２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱、工作物の色彩は、別表第１に

掲げる色相及び明度の区分に応じた彩度を超えないこととし、塗り
分けによる意匠は、色相及び色調をそろえる等、穏やかな印象とな
るよう配色すること。ただし、当該建築物の外壁のうち都市計画道
路大宮通り線又は都市計画道路三条菅原線に面する面について、各
見付面積の２０分の１未満の面積まで別表第１の建築物の外壁又は
これに代わる柱の表に掲げる色彩以外の色彩を使用することができ
る。

３ 屋上設備などの突出した物を設ける場合は、外壁の色彩に準じた
色彩の壁面を立ち上げるか、またはルーバー等による適当な覆い措
置を講ずること。

４ 地上に水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築設備及び
立体駐車場施設を設ける場合は、道路等の公共施設から直接見えな
いよう植栽又はルーバー等で覆うなど景観に配慮すること。

５ 屋外階段及びバルコニーを設ける場合は、形態、材料、色彩によ
って建築物全体の調和に配慮すること。

６ 建築物の外壁（都市計画道路大宮通り線又は都市計画道路三条菅
原線に面する側に限る）にクーラー室外機を設ける場合は、目隠し
柵で取囲むなど建築物全体の調和に配慮すること。

７ 外観に光源等の装飾を施す場合は、その光源等が形成する面積が、



外観のうち各立面につき、当該立面の面積の５分の１を超えないこ
と。

８ 第１項から第７項の規定は、この地区計画の決定の日以降新たに
建築（大規模の修繕及び大規模の模様替を含む。）される建築物から
適用する。

区域、地区の細分化は計画図表示のとおり。



別 表 第 １

色相区分 明度区分 彩度の上限 備考

外

壁

Ｒ系 0.0Ｒ以上
5.0Ｒ未満

8.0以上 1.0以下

8.0未満 2.0以下

5.0Ｒ以上
10.0Ｒ未満

8.0以上 1.0以下

7.0以上8.0未満 3.0以下

7.0未満 4.0以下

Ｙ Ｒ
系

0.0ＹＲ以上
10.0ＹＲ未満

9.0以上 － 使用不可

8.0以上9.0未満 1.0以下

7.0以上8.0未満 2.0以下

6.0以上7.0未満 3.0以下

5.0以上6.0未満 4.0以下

5.0未満 6.0以下

Ｙ系 0.0Ｙ以上
5.0Ｙ未満

9.0以上 2.0以下

8.0以上9.0未満 3.0以下

7.0以上8.0未満 4.0以下

7.0未満 6.0以下

5.0Ｙ以上
10.0Ｙ以下

9.0以上 1.0以下

8.0以上9.0未満 2.0以下

5.0以上8.0未満 4.0以下

5.0未満 6.0以下

その他の色相 9.0以上 ― 使用不可

8.0以上9.0未満 1.0以下

8.0未満 2.0以下

無彩色 9.0以下 0

屋

根

Ｒ系 0.0Ｒ以上
10.0Ｒ未満

4.0以上 － 使用不可

4.0未満 2.0以下

Ｙ Ｒ
系

0.0ＹＲ以上
5.0ＹＲ未満

4.0以上 － 使用不可

4.0未満 4.0以下

5.0ＹＲ以上
10.0ＹＲ未満

4.0以上 － 使用不可

4.0未満 6.0以下

Ｙ系 0.0Ｙ以上
5.0Ｙ未満

4.0以上 － 使用不可

4.0未満 6.0以下

5.0Ｙ以上
10.0Ｙ以下

4.0以上 － 使用不可

4.0未満 4.0以下

その他の色相 4.0以上 － 使用不可

4.0未満 2.0以下

無彩色 4.0以上 － 使用不可

4.0未満 0

（※１）ただし、無塗装又は透明塗装された自然素材を使用する場合は、この限りでない。

（※２）表の数値は、工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格Ｚ８７２１に定める色の

三属性による表示方法の色相、明度及び彩度の値である。




